
文教・警察常任委員会 

 

◎ 開催日時   平成 28年 10月６日（木） 10時 01分～15時 37分 

 

◎ 開催場所   第五委員会室 

 

◎ 説 明 員   教育長および関係職員 

 

◎ 議事の概要 

 

【教育委員会所管分】 

１ 付託案件 

（１）議第 119 号 平成28年度滋賀県一般会計補正予算（第２号）のうち教育委員会 

所管部分について 

    ［結果］  賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決した。  

 

（２）議第 140 号 平成28年度滋賀県一般会計補正予算（第３号）のうち教育委員会 

所管部分について 

    ［結果］  賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決した。  

 

（３）議第 131 号 契約の締結につき議決を求めることについて（(新校)長浜北高校 

校舎新築その他工事） 

    ［結果］  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。  

 

（４）議第 132 号 契約の締結につき議決を求めることについて（国宝延暦寺根本中 

堂および重要文化財延暦寺根本中堂廻廊保存修理工事） 

    ［結果］  全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。  

 

２ 所管事項調査 

（１）平成 28年度「滋賀県教育委員会事務の点検・評価」に関する報告書（平成 27年

度実績）について 

    委員からは、平成 26 年度に目標値をクリア済みの項目について、平成 27 年度も

同じ目標値のままとなっているので、目標値をクリアした項目についてはより高い

目標を設定するなど途中で見直しをする必要があるのではないか、などの意見が出

された。 

 

（２）学習船「うみのこ」について 



    委員からは、「うみのこ」の造船現場を見学することも学習の一部として取り入

れてはどうかといった意見が出された。 

 

（３）平成 28年度全国学力・学習状況調査の結果について 

委員からは、中学生になると全国平均との開きが大きくなっているので、中学校

での教育に問題があるのかどうかを確認するため、小学生のときに全国学力・学習

状況調査を受けた子供の結果が中学生になってどう変化しているのか追跡調査をす

る必要がある、数値が悪化したにもかかわらず「よい傾向が見られた」と資料に記

載してあり正確な分析ができていない、などの意見が出された。 

 

（４）出資法人経営評価の結果について 

公益財団法人 滋賀県文化財保護協会 

委員からは、専門的な知識を有する職員を確保するためのシステムを確立して

おくべきである、などの意見が出された。 

 

３ 一般所管事項調査 

  委員からは、県立高校において10代の献血をより一層推進していただきた

い、学校図書館に置かれている新聞が１紙のみの県立高校が13校あるとのこ

とだが、学校図書館には複数紙の新聞を置くようにしていただきたい、県立

高校においてエアコンやトイレ等の環境整備を進めないとそれが滋賀県の教

育の遅れにつながってしまう、などの意見が出された。 

 

４ 意見書（案） 

  「チーム学校運営の推進等に関する法律の早期制定等を求める意見書（案）」につ

いては、文教・警察常任委員会として提出することは見送られ、各会派で判断

することとされた。 

 

  

 



委員会で配付された資料 

１ 平成 28 年度９月補正予算主な事業概要（教育委員会） 

２ （新校）長浜北高校校舎新築その他工事の契約の締結について 

３ 国宝延暦寺根本中堂および重要文化財延暦寺根本中堂廻廊保存修理工事の契約の締結

について 

４ 平成 28年度「滋賀県教育委員会事務の点検・評価」に関する報告書（平成 27年度

実績） 

５ 学習船「うみのこ」について 

６ 平成 28年度全国学力・学習状況調査の結果 

７ 出資法人経営評価の結果について 


